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要点 

 本提案は、個別の資産または資金生成単位（CGU）の回収可能価額の開

示要求の適用を狭めると同時に、個別の資産または資金生成単位の回収

可能価額が処分費用控除後の公正価値を基礎として測定された場合の開

示要求を明確化している。 

 本修正案を 2014 年 1 月 1 日以後開始する事業年度に遡及的に適用す

ることを提案している。 

 本 ED のコメント期限は、2013 年 3 月 19 日である。 

 

はじめに 

2013 年 1 月、国際会計基準審議会（IASB）は、公開草案 ED／2013／1「非金

融資産に係る回収可能価額の開示」（IAS 第 36 号の修正案）」（以下、「ED」と

いう）を公表した。本 ED は、IAS 第 36 号「資産の減損」における非金融資産の

減損についての開示要求の変更を提案している。 

2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年度に発効する 2011 年 5 月公表の IFRS
第 13 号「公正価値測定」は、減損した資産の回収可能価額の測定に関する

IAS 第 36 号の開示要求に対して、必然的修正を行った。IASB は、IAS 第 36
号に加えた修正の一部において、当該要求の適用対象が IASB の意図よりも

広くなる結果を生じていることに気付いた。具体的には、IAS 第 36 号に対する

必然的修正により、当期にその資金生成単位（CGU）において減損損失が認

識されたかどうかに係らず、のれんまたは耐用年数を確定できない無形資産

の帳簿価額の重要な部分が配分された各資金生成単位の回収可能価額の開

示の要求を導入した。しかし、IASB が意図していたのは、当該報告期間中に

減損損失を認識したまたは戻入れた資産の回収可能価額のみの開示を要求

することであった。 
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提案内容 

本 ED は、すべての資金生成単位に対する本要求を削除し、その代わり、企業が当該報告期間中に減損損失を認識した

または戻入れた場合にのみ、算定された回収可能価額の開示を要求するように、IAS 第 36 号を修正することを提案して

いる。本 ED は、処分費用控除後の公正価値を基礎として回収可能価額を測定した場合の、公正価値測定に関する追加

的開示の導入も提案している。また、IAS 第 36 号について、以下の変更が行われることとなる。 

 当期中に減損損失を認識したまたは戻入れた場合のみ、個別の資産または資金生成単位の回収可能価額の開示

を要求する。 

 減損損失を認識したまたは戻入れた場合に、処分費用控除後の公正価値を測定した方法の開示を要求する。本開

示は、以下を含んでおり、個別の資産または資金生成単位の回収可能価額が使用価値を基礎として算定された場

合に要求される開示とミラーである。 

－ 評価技法および当該評価技法の変更 

－ 当該資産または資金生成単位の構成価値測定が算定された IFRS 第 13 号の「公正価値ヒエラルキー」のレベル 

－ IFRS 第 13 号の「公正価値ヒエラルキー」のレベル 2 およびレベル 3 に区分されている公正価値測定について、

当該測定に使用した主要な仮定（現在価値技法を使用した場合、使用した割引率の開示を含む明確な要求が含

まれる） 

見解 

本提案は、回収可能価額が「処分費用控除後の公正価値」と「使用価値」のいずれを基礎として算定されたのかに関係

なく、回収可能価額についての同等のレベルの開示を提供することを意図している。また、本提案は、公正価値測定に

関する開示要求について、IFRS と米国会計基準の間の調整もしている。 

 

発効日およびコメント期間 

本 ED は、最終化された場合、2014 年 1 月 1 日以後開始する事業年度に遡及的に適用することを提案している。企

業が IFRS 第 13 号も適用する場合、早期適用を認めることを提案している。 

本 ED のコメント期限は、2013 年 3 月 19 日である。 

見解 

本 ED のコメント期間は 60 日間と、最近の多くの公開草案より短期間である。IFRS 第 13 号が 2013 年 1 月 1 日から

発効するため、IASB が本論点を緊急課題と考えているからである。IASB は、必要なデュー・プロセス手続を経て、

2013 年の第 2 四半期中に最終修正を公表する予定である。 
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